
 
○計画停電情報の取得がインターネットや携帯電話が主 ⇒ 高齢者は停電実施情報取得が困難 

○ガス漏れ警報器・換気扇が使用不可 ⇒ ガス漏れの危険 ⇒ 火災・中毒 

○照明の代用として火気の使用 ⇒ 火災 

○冷房機器が使用不可 ⇒ 熱中症・脱水症 

○夜間の街灯の消灯や防犯システムの停止 ⇒ 窃盗・空き巣・ひったくり・痴漢等の犯罪 

○信号機の停止 ⇒ 交通事故 

○固定電話が使用不可 ⇒ 救急や緊急連絡が不能 

「計画停電に関する対策プラン」の取り組みイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各団体の取り組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「要援護者」＝市「災害時要援護者支援制度」における「高齢者等台帳登録者」 

計画停電が実施された場合の要援護者に関わる主なリスク 

 

要介護者 

 

要援護者 

 

老人クラブ

会員 

地域 

【老人クラブ連合会】 
（期間中）会員への節電周知、注意喚起 
（決定時）会員間の情報伝達 
（停電中）会員間の訪問による安否確認 

【民生委員児童委員連盟】 
（期間中）注意喚起、ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号確

認、緊急連絡方法確認 
（決定時）町内会未加入要援護者へ

の情報伝達 
（停電中）緊急連絡対応 

【地域包括支援センター】 
（期間中）事業所への対応依頼 
（決定時）事業所への伝達、対応依頼 
（停電中）在宅要介護者の安否確認 

【町内会連合会】 
（期間中）町内会への注意喚起 
（決定時）町内会内での情報伝達 
（停電中）防犯巡回、救急連絡対応 

【防犯協会】 
（期間中）支部での対策検討依頼 
（決定時）支部の活動状況確認 
（停電中）防犯巡回、救急連絡対応 

【市役所】 
（期間中）市民への注意喚起 
（決定時）北電との広報車による周知 
（停電中）市民からの相談対応 

対策 

【社会福祉協議会】 
（期間中）各団体の取組整理、情報共有 
（決定時）連絡会の設置、情報伝達 
（停電中）団体間の連絡調整、情報交換 


